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保育園等における食物アレルギー対応の手引きの趣旨 

アレルギー疾患を有する子どもが年々増加傾向にあり、保育園等におけるアレルギーへの

対応については、厚生労働省が策定した「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019

年改訂版）」を参考に取り組んでおります。 

本手引きは、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019 年改訂版）」を基に、広

島市公立保育園等における対応内容や考え方の重要部分をまとめたものです。 

各園において、本手引きに基づいて食物アレルギー対応を適切に進めていただきますよう、 

お願いいたします。 

 

※本手引きでは、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019 年改訂版）」の「保育所」を「保育園等」と、

「施設長」を「園長」と表記しております。 
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１ 食物アレルギーへの対応 

保育園及び認定こども園（以下「保育園等」という。）における食育は、健康な生活の基

本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とし、乳幼児期にふ

さわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含め、計画的に進

めることが重要である。 

保育園等における食物アレルギーの対応においては、給食提供を前提とした上で、「保育

園等内でのアレルギー発症を防ぐ」ことが第一目標であるが、成長が著しい子どもの心身

の健全な発育・発達の観点から、不必要な食物除去がなされることがないよう、医師の診

断及び指示に基づく生活管理指導表を用いた原因食品の完全除去を行うことが基本である。

また、食物アレルギーの有症率は、乳幼児期が最も高いが、成長とともに治癒することが

多いことから、除去については、定期的な見直しが必要になる。 
 
２ 保育園等における基本的なアレルギー対応 

(1)  基本原則 

保育園等は、アレルギー疾患を有する子どもに対して、その子どもの最善の利益を考慮

し、教育的及び福祉的な配慮を十分に行うよう努める責務があり、その保育に当たっては、

医師の診断及び指示に基づいて行う必要がある（図 1参照）。 
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出典：厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改訂版）」 

 

(2) アレルギー対策の実施体制 

保育園等おいては、図１に示したアレルギー対応の基本原則に基づき、園長をはじめと

して、保育士、調理担当者、看護師、栄養士等の全職員が、図２の各々の役割を理解し、

生活管理指導表に基づき、組織的に対応するための体制を構築していくことが求められる。 

その際、記録（※）をとることが職員間の共通理解に基づく対応の基本となる。 

【保育園等におけるアレルギー対応の基本原則】 

○全職員を含めた関係者の共通理解の下で、組織的に対応する  

・アレルギー対応委員会等を設け、組織的に対応 

・アレルギー疾患対応のマニュアルの作成と、これに基づいた役割分担 

・記録に基づく取組の充実や緊急時・災害時等様々な状況を想定した対策 

 

○医師の診断指示に基づき、保護者と連携し、適切に対応する 

・生活管理指導表に基づく対応が必須 

「生活管理指導表」は、保育園等におけるアレルギー対応に関する、子どもを中心に据えた、 

医師と保護者、保育園等の重要な“コミュニケーションツール”。 

 

○地域の専門的な支援、関係機関との連携の下で対応の充実を図る 

・自治体支援の下、地域のアレルギー専門医や医療機関、消防機関等との連携 

 

○食物アレルギー対応においては安全・安心の確保を優先する  

・完全除去対応（提供するか、しないか） 

・家庭で食べたことのない食物は、基本的に保育園等では提供しない 
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 図２ 

保育園等内におけるアレルギー対策の実施体制（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改訂版）」 

 

※ 記録の重要性（事故防止の取組） 

・アレルギー対応の実施状況（保護者との面談等での確認内容、保護者との協議を踏まえて作成す

る実施計画、子どもの症状発生時の対応等）を日々確認・記録し、ヒヤリ・ハットや事故の有無

などとともにアレルギー情報としてまとめ、記録に基づいた対応を行い、共通理解を深める。 

・園全体として、事故防止のための適切な対策を講じるため、各園におけるアレルギーに関する事

故や、配膳時や喫食時の確認漏れ等のヒヤリ・ハット報告の情報についても、収集及び要因分析

等に努める。 

 

３ 決定基準 

下記の全てに当てはまる子どもを対象とする。 

 
① 医師の診断・検査により食物アレルギーと診断されていること 

（「生活管理指導表」※の提出が必要） 
② アレルゲンが特定されており、医師から食事療法を指示されていること 

③ 家庭でも食事療法を行っていること 

 

※ 生活管理指導表の活用 

・保育園等において、保護者や嘱託医等との共通理解の下で、食物アレルギーを有する子ども一人

一人の症状等を正しく把握し、子どもの食物アレルギー対応を適切に進めるためには、保護者の 

依頼を受けて、医師（子どものかかりつけ医）が記入する「生活管理指導表」に基づき適切に対

応することが重要である。 

・生活管理指導表は、保育園等における子どもの食物アレルギー対応に関して、子どもを中心に据

えた、医師と保護者、保育園等における重要な“コミュニケーションツール”となるものであり、

保育園等の生活において、食物アレルギーに関する特別な配慮や管理が必要となった子どもに限

って作成されるものである。 

 

保護者 

〇アレルギー対応の基本原則の共通理解 

〇マニュアルの作成（緊急時、災害時含む） 

〇子ども及び保護者に関する情報共有 

〇研修（研修計画の作成、園内研修の実施） 

〇事故予防のための取組  

（情報共有、必要な訓練の実施） 

保育士 
子どもの健康観察 

保護者との情報共有 

関係職員 
共通認識と必要な対応の習熟 

園長、主任保育士等 
保育園等全体の運営・管理、職員指導 

関係機関との連携 

調理担当者 
安全な給食の提供 

誤配誤食対策 

○生活管理指導表による 

医師の診断・指示の共有 

○アレルギー対応内容の 

確認（緊急時含む） 

○子どもの様子の共有 

嘱託医 
助言・指導 

看護師 

かかりつけ医 

栄養士 

専

門

性

を

生

か

し

た

対

応 

 

生活管理指導表の  
記載 

 
 

家庭・保育園等での 
様子の伝達 
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【様式５】食物アレルギー対応決定者一覧

表 

 

４ 決定までの手順及び個別対応の流れ 

(1) 決定までの手順 

 
 

 

・入園面接時に、食物アレルギーにより保育園等で

特別な配慮や管理が必要な場合、保護者から申し

出てもらう。 

・在園中、新規に発症した場合も同様に対応する。 

 

 
   

 

 

 

   

・保育園等と保護者の協議の上、食物アレルギー 

により保育園等で特別な配慮や管理が求められ

る場合に、生活管理指導表を配付する。 

 

・かかりつけ医に生活管理指導表の記載を依頼する。 

 

 

 

・生活管理指導表を基に、保育園等での生活におけ

る配慮や管理（環境や行動、服薬等の管理等）や

食事の具体的な対応について、保護者と園長、担

任、調理員等と協議して対応を決める。 

・内服薬、エピペン
®
を預かる場合には、緊急時個

別対応票を作成する。 

・対応内容の確認とともに、情報共有の同意につい

て確認する。 

 

  

 ・食物アレルギー対応決定者一覧表に記入する。 

 

・保育園等内で定期的に取組状況について報告等 

を行う。 

 
 

(2) 個別対応の流れ 

 

 

 

 

・家庭配付献立表を基に保護者と保育園等がアレル

ゲンについて確認し合う。 

 

 

 

・給食室においてアレルゲンを除去した調理を行 

い、子どもに提供する。 

（食物アレルギー対応者一覧兼確認表、または 

それに準ずるものを活用する） 

 

 

 

 

・保護者との協議を通じて、1 年に 1 回以上、子ど

ものアレルギーの状態に応じて、生活管理指導表

の再提出等を行う。 

・対応内容に変更が生じた場合は、口頭ではなく、

必ず文書を用いて保護者と確認を行う。 

 

食物アレルギーを有する子どもの把握 

保護者へ生活管理指導表の配付 

保 護 者 と の 面 談 

保育園等内職員による共通理解 

【様式１】家庭における食物摂取状況確認表 

【様式２】生活管理指導表 

医師による生活管理指導表の記載 

【様式２】生活管理指導表 
【様式７】除去解除申請書 

【様式６】 
食物アレルギー対応者一覧兼確認表（参考） 

保 護 者 と 連 携 

【様式３】緊急時個別対応票 

【様式４】食物アレルギー対応個人票 

家庭配付献立表 

加工食品原材料表・家庭配付献立表 

個 別 対 応 の 実 施 

対 応 の 見 直 し  

除 去 食 調 理 ・ 提 供  
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(3) 誤食の防止 

保育園等における子どもの誤食は、食事だけでなく、遊びの場面においても発生する

ので、職員全体で発生要因を認識し、誤食のリスクを減らすことが重要である。 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改訂版）」 

   

・誤食を防ぐために、調理、配膳、食事の提供までの間に２重、３重のチェック体制をとる。 

・食物アレルギーを有する子どもの食器の色などを変えて注意喚起をする。 

・安全な生活を送る観点から、単純化された対応（完全除去か解除）を行うことを基本とする。 

 ・食事提供の際には、誤配・誤食が起こらないよう、安全確保に必要な人員を配置し、管理を 

行うことが必要である。 

 

 

５ 保護者や関係機関との連携 

 

対応にあたっては、日ごろから保護者や関係機関との連絡を密にし、子どもの健康状態

を把握し、よりよい対応ができるようにする。保護者や関係機関との情報交換を十分に行

い、連携して取り組むようにする。 

【対応内容の確認】 

・定期的に健康状態や対応内容の確認を行い、経過を明確にして、対応状況について共通認識を

持つようにする。 

・子どもの成長に伴い食物アレルギーの症状が改善されることもあるため、定期的に受診し、主

治医の指示を受けてもらう等適切に指導する。 

・年に１回以上及び対応内容に変更が生じた場合、生活管理指導表を提出してもらう。 

・保育園等の給食で全て対応することは難しく、除去対応で不足する栄養素などは家庭の食事で

補ってもらえるように協力を求める。 

・災害発生時には、通常とは異なる環境・体制の下で保育を継続して行うことについても想定す

る必要がある。食物アレルギーを有している子どもに関する情報の伝達や食物アレルギー対応

が必要な子ども用の食材の確保等、自治体の支援の下、保育園等、学校、消防、警察、医療機

関、自治会等が連携して行うことが重要である。 

 

６ 情報管理 

 

すべての職員が食物アレルギー症状や緊急時の対処方法を理解・認識し、協力体制を整

える。 

保護者等と協議した際に得た情報や給食対応の変更等の情報については、食物アレルギ

ー決定者一覧表及び食物アレルギー対応個人票に記録し、個人ファイル等を作成して活用

するとともに、個人情報の管理に配慮する。 

誤食の主な発生要因  

① 人的エラー（いわゆる配膳ミス（誤配）原材料の見落とし、伝達漏れなど） 

② ①を誘発する原因として、煩雑で細分化された食物除去の対応 

③ 保育園等に在籍する子どもが幼少のために自己管理できないこと など 

対策 
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７ 緊急時の対応（アナフィラキシーが起こったとき（｢エピペン®」の使用）） 

 

（保育園等における緊急時対応のための備え） 

保育園等において、アナフィラキシーに対応するため、「エピペン®」を預かっている場合、処方さ

れた子ども本人や保護者自らが「エピペン®」を管理、注射することが基本であるが、保育園等におい

ては、低年齢の子どもが自ら管理、注射することは困難なため、アナフィラキシーが起こった場合、

嘱託医または医療機関への搬送により、救急処置ができる体制をつくっておくことが必要である。 

しかし、そうした救急処置が間に合わない場合等の緊急時には、その場にいる保育士等が注射する

ことが必要な場合もあり、緊急の際は保育士等が注射することも想定の上、保育園等の職員全員の理

解を得て、保護者、嘱託医との十分な協議を行った上で、連携体制を整えておくことが重要である。 

 

 

保育園等において、アレルギー疾患を有する子どもに緊急性の高い症状（下表参照）が一つでも見ら

れたら、「エピペン
®
」（商品名）（※）の使用や119番通報による救急車の要請など、速やかな対応を

することが求められる。こうした緊急性の高い症状が見られない場合には、子どもの症状の程度に合わ

せて対応を決定することが必要である（12頁参照）。              

（※）「エピペン
®
」は体重15kg未満の子どもには処方されない。 

 

緊急性の高い症状 

消化器の症状 ・繰り返し吐き続ける       ・持続する強い（がまんできない）おなかの痛み 

呼吸器の症状 
・のどや胸が締め付けられる ・声がかすれる         ・犬が吠えるような咳 

・持続する強い咳込み       ・ゼーゼーする呼吸     ・息がしにくい 

全身の症状 
・唇や爪が青白い           ・脈を触れにくい・不規則 

・意識がもうろうとしている ・ぐったりしている     ・尿や便を漏らす 

（「一般向けエピペン
®
の適応」日本小児アレルギー学会（2014年）より） 

 

（保育園等における「エピペン®」の使用について） 

保育園等において、子どもにアナフィラキシー等の重篤な反応が起きた場合には、速やかに医療機関

に救急搬送することが基本となる。しかし、保育園等において、乳幼児がアナフィラキーショックに陥

り生命が危険な状態にある場合には、居合わせた保育園等の職員が、「エピペン
®
」を（自ら注射できな

い）子ども本人に代わって使用（注射）しても構わない。ただし、「エピペン
®
」を使用した後は、速や

かに救急搬送し、医療機関を受診する必要がある。 

なお、こうした形で保育園等の職員が「エピペン
®
」を使用（注射）する行為は、緊急やむを得ない措

置として行われるものであり、医師法第17条（※）違反とはならない。 

（※医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。） 

 

 （｢エピペン®」の保管について） 

保育園等における「エピペン
®
」の保管に当たっての留意事項は、以下のとおりである。 

○ 子どもの手の届かないところ、すぐに取り出せるところに保管する 

○ 15～30℃で保存が望ましい。冷蔵庫や、日光のあたる場所等を避けて保管する 

○ ｢エピペン
®
」を預かる場合、緊急時の対応内容について保護者と協議の上、「緊急時個別対応票」を 

作成する(参照：様式3「緊急時個別対応票」) 
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（緊急時対応への備え） 

緊急時の対応に当たっては、事前に、現場に居合わせる可能性がある各職員の役割をあらかじめ明確

にした上で保育園等全体として組織的に対応できるよう以下のような準備をしておくことが重要である。  

○ それぞれの施設に応じた職員の役割分担の明確化（全体管理、発見者による子どもの観察、「エピペ

ン
®
」接種の準備、救急医療機関、園長、保護者等への連絡、記録等） 

○「エピペン
®
」の取扱いや、役割分担に基づいた動きについて、園内研修や定期的な訓練の実施 

○「エピペン
®
」や緊急時に必要な書類一式の保管場所の全職員による情報共有 

出典：厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改訂版）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※独立行政法人環境再生保全機構「ぜんそく予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック」 

（2017 年 10 月）より引用 
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(令和4年度改訂）

様式１

記入日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日

組 名前
　　　　　

（聞き取り者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1   家庭での摂取状況（食べていないものに○をする）

食品名

　卵料理　・　卵を使用したおやつ 　加工品　（市販菓子、パン、マヨネーズ等）

　（基本的に除去する必要はないもの）※1　　鶏肉　　　魚卵　　　卵殻カルシウム

　飲用牛乳　・　ヨーグルト  ・　チーズ　　　　　　乳を使用した料理　・　おやつ

　加工品 （市販菓子、パン、マーガリン等）

　（基本的に除去する必要はないもの）※1　　牛肉　　　乳糖

　小麦粉を使用した料理　・　おやつ

　（基本的に除去する必要はないもの）※1　　しょうゆ　　　酢　　　麦茶

　大豆　　　大豆製品（豆腐、油揚げ等）　　　加工品（市販菓子等）

　調味料 （ルウ、コンソメ等）　　　 乳化剤 （大豆由来）

　（基本的に除去する必要はないもの）※1　　大豆油　　　しょうゆ　　　みそ

えび 　えびを使用した料理　　　　　加工品 （せんべい、海苔等）

かに ※2

そば ※2

ピーナッツ ※2

　除去している食品の中で、注意喚起表示のある製品も食べられない食品　（○をする）

　　　　　（例　「本品製造工場では○○を含む製品を生産している」など）

鶏卵 牛乳・乳製品 小麦 大豆 えび かに

そば ピーナッツ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　受診状況

家庭における食物摂取状況確認表

◎保育園等の給食は、安全・安心の確保を優先するために、家庭で食べたことがある食物のみ提供します。

（保育園等が記入）

大豆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分　　　類

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

鶏卵

牛乳
乳製品

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

小麦 　加工品（市販菓子、ルウ等）

受診間隔
　□３か月　　　　□６か月　　　　□１２か月　　　　□未定

　最近の受診（　　　　年　　　　月　　　　日）　　　次回受診（　　　　年　　　　月　　　　日）

その他

（食品名を記載）

　 　※１　保育園等では、「基本的に除去する必要のないもの」は除去せずに提供します。

 　　※２　保育園等の給食では原材料として使用しませんが、加工食品で注意喚起表示（同じ工場やラインで製造している等）

　　　　 　 のある製品は使用するため記載しています。

　　　　　　除去の必要な場合（医師の診断等）には申し出により除去対応を行います。

様式１
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(令
和

4
年

度
改

訂
）

（
保

護
者

と
主

治
医

が
記

入
）

保
育

園
等

に
お

け
る

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
生

活
管

理
指

導
表

（
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

・
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
）

名
前

1
.不

要

2
.必

要
　

　
下

記
該

当
ミ

ル
ク

に
○

、
又

は
（
　

）
内

に
記

入

　
１

．
鶏

卵
《
　

　
　

　
　

　
　

》
1
.
管

理
不

要

　
２

．
牛

乳
・
乳

製
品

*
《
　

　
　

　
　

　
　

》

　
３

．
小

麦
《
　

　
　

　
　

　
　

》

　
４

．
ソ

バ
《
　

　
　

　
　

　
　

》

　
５

．
ピ

ー
ナ

ッ
ツ

《
　

　
　

　
　

　
　

》

　
６

．
大

豆
*

《
　

　
　

　
　

　
　

》

　
７

．
ゴ

マ
《
　

　
　

　
　

　
　

》

　
８

．
ナ

ッ
ツ

類
*

《
　

　
　

　
　

　
　

》
）

4
.そ

の
他

　
９

．
甲

殻
類

*
《
　

　
　

　
　

　
　

》
）

１
０

．
軟

体
類

・
貝

類
*

《
　

　
　

　
　

　
　

》
）

１
１

．
魚

卵
*

《
　

　
　

　
　

　
　

》
）

１
２

．
魚

類
*

《
　

　
　

　
　

　
　

》
）

１
３

．
肉

類
*

《
　

　
　

　
　

　
　

》
）
E
.
特

記
事

項

１
４

．
果

物
類

*
《
　

　
　

　
　

　
　

》
）

１
５

．
そ

の
他

《
　

　
　

　
　

　
　

》
）

＊
は

（
　

）
の

中
の

該
当

す
る

項
目

に
〇

を
す

る
か

、
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と

　
３

.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

）

広
島

市
作

成
（
厚

生
労

働
省

「
保

育
所

に
お

け
る

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
（
2
0
1
9
年

改
訂

版
）
を

参
考

）

●
保

育
園

等
に

お
け

る
日

常
の

取
組

及
び

緊
急

時
の

対
応

に
活

用
す

る
た

め
、

本
表

に
記

載
さ

れ
た

内
容

を
保

育
園

等
の

職
員

及
び

関
係

機
関

等
と

共
有

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

D
.
緊

急
時

に
備

え
た

処
方

薬

　
１

.
内

服
薬

（
抗

ヒ
ス

タ
ミ

ン
薬

、
ス

テ
ロ

イ
ド

薬
）

㊞
　

２
.
ア

ド
レ

ナ
リ

ン
自

己
注

射
薬

「
エ

ピ
ペ

ン
®
」

●
上

記
の

内
容

に
つ

い
て

、
確

認
及

び
承

諾
し

ま
し

た
。

１
２

．
魚

類
　

：
　

か
つ

お
だ

し
・
い

り
こ

だ
し

（
す

べ
て

・
サ

バ
・
サ

ケ
・
　

　
　

　
　

  
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１

３
．

肉
類

　
：
　

エ
キ

ス

（
鶏

肉
・
牛

肉
・
豚

肉
・
　

　
　

　
　

　
　

 　
 　

　
　

 　
  

　
　

　
　

　

（
キ

ウ
イ

・
バ

ナ
ナ

・
り

ん
ご

・
も

も
・
メ

ロ
ン

・
オ

レ
ン

ジ
・
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
 　

　
(
そ

の
他

に
特

別
な

配
慮

や
管

理
が

必
要

な
事

項
が

あ
る

場
合

に
は

、
医

師
が

保
護

者
と

相
談

の
う

え
記

載
。

対
応

内
容

は
保

育
園

等
が

保
護

者
と

相
談

の
う

え
決

定
)

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
す

べ
て

・
イ

ク
ラ

・
タ

ラ
コ

・
ワ

カ
サ

ギ
・
カ

レ
イ

・
し

し
ゃ

も
・
　

　
 　

　
　

（
す

べ
て

・
ク

ル
ミ
・
カ

シ
ュ

ー
ナ

ッ
ツ

・
ア

ー
モ

ン
ド

・
　

　
　

　
３

．
小

麦
　

：
　

醤
油

・
酢

・
麦

茶

（
す

べ
て

・
エ

ビ
・
カ

ニ
・
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

 　
　

６
．

大
豆

　
：
　

大
豆

油
・
醤

油
・
味

噌

（
す

べ
て

・
イ

カ
・
タ

コ
・
ホ

タ
テ

・
ア

サ
リ
・
カ

キ
・
　

　
　

 　
　

　
７

．
ゴ

マ
  

 ：
　

ゴ
マ

油

　
電

話
：

※
本

欄
に

〇
が

つ
い

た
場

合
、

該
当

す
る

食
品

を
使

用
し

た
料

理
に

つ
い

て
は

、
給

食
対

応
が

困
難

と
な

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
3
.
調

理
活

動
時

（
例

：
お

や
つ

作
り

）

の
制

限
（

※
保

護
者

と
相

談
の

う
え

決

定
す

る
こ

と
）

生
活

管
理

指
導

表
　

記
載

日

（
大

豆
及

び
大

豆
製

品
・
豆

乳
）

　
２

．
牛

乳
・
乳

製
品

　
：
　

乳
糖

 
 
 
 
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

　
１

．
鶏

卵
　

：
　

卵
殻

カ
ル

シ
ウ

ム

 
　

　
　

 
食

物
依

存
性

運
動

誘
発

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

・
そ

の
他

：
　

 
　

 
　

　
　

　
 
 
 
　

　
）

B
.
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
病

型
(
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
の

既
往

あ
り

の
場

合
の

み
記

載
)

（
す

べ
て

・
飲

用
牛

乳
）

病
型

・
治

療
の

C
で

除
去

の
際

に
、

よ
り

厳
し

い
除

去
が

必
要

と
な

る
も

の
の

み
に

、
○

を
つ

け
る

2
.
原

因
食

材
を

教
材

と
す

る
活

動

（
例

：
小

麦
粉

粘
土

を
使

っ
た

遊
び

）

の
制

限
（

※
保

護
者

と
相

談
の

う
え

決

定
す

る
こ

と
）

C
.
原

因
食

品
・

除
去

根
拠

　
該

当
す

る
食

品
番

号
に

○
を

し
、

か
つ

《
 
　

　
》

内
に

除
去

根
拠

を
番

号
で

記
載

食 物 ア レ ル ギ ー （ あ り ・ な し ）

ア ナ フ ィ ラ キ シ ー （ あ り ・ な し ）

病
型

・
治

療
保

育
園

等
で

の
生

活
上

の
留

意
点

A
.
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

病
型

（
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

あ
り

の
場

合
の

み
記

載
）

B
.
ア

レ
ル

ギ
ー

用
調

整
粉

乳

2
.
そ

の
他

（
医

薬
品

・
食

物
依

存
性

運
動

誘
発

ｱ
ﾅ
ﾌ
ｨ
ﾗ
ｷ
ｼ
ｰ
・

ﾗ
ﾃ
ｯ
ｸ
ｽ
ｱ
ﾚ
ﾙ
ｷ
ﾞ
ｰ
・

昆
虫

・
動

物
の

フ
ケ

や
毛

）
　

　
　

　
　

　
エ

レ
メ

ン
タ

ル
フ

ォ
ー

ミ
ュ

ラ
・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

医
師

名
・

医
療

機
関

名
・

住
所

・
電

話
番

号

保
護

者
名

（
自

署
）

2
.管

理
必

要
  

（
管

理
内

容
に

つ
い

て
は

、
病

型
・
治

療
の

C
及

び
下

記
C

・
E

を
参

照
）

3
.
そ

の
他

（
新

生
児

 
乳

児
消

化
管

ア
レ

ル
ギ

ー
・

口
腔

ア
レ

ル
ギ

ー
症

候
群

・

2
.
即

時
型

 
［

過
去

に
あ

っ
た

症
状

：
皮

膚
症

状
・

呼
吸

器
症

状
・

消
化

器
症

状
・

そ
の

他
(
 
 
 
　

)
］

★
連

絡
医

療
機

関

1
.
食

物
（

原
因

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
 
　

　
　

　
　

　
）

　
　

　
　

　
　

ミ
ル

フ
ィ

ー
Ｈ

Ｐ
・
ニ

ュ
ー

M
A

-
1
・
M

A
-
m

i・
ペ

プ
デ

ィ
エ

ッ
ト

　
医

療
機

関
名

：

C
.
除

去
食

品
に

お
い

て
、

よ
り

厳
し

い
除

去
が

必
要

な
も

の

D
.
食

物
・

食
材

を
扱

う
活

動

提
出

日
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

男
　

・
　

女
年

　
 　

　
月

　
 　

　
日

生
（
　

　
　

　
歳

　
　

　
　

か
月

）
　

　
　

　
　

　
  

  
 　

　
  

  
 組

※
こ

の
生

活
管

理
指

導
表

は
保

育
園

等
の

生
活

に
お

い
て

特
別

な
配

慮
や

管
理

が
必

要
と

な
っ

た
子

ど
も

に
限

っ
て

作
成

す
る

も
の

で
す

。
　

該
当

す
る

箇
所

へ
〇

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。

★
保

護
者

　
電

話
：

A
.
給

食
・

離
乳

食
・

お
や

つ
・

延
長

保
育

の
補

食

1
.
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
関

与
す

る
乳

児
ア

ト
ピ

ー
性

皮
膚

炎
1
.管

理
不

要

【 緊 急 連 絡 先 】

様
式

２
（
表

）

［
除

去
根

拠
］

該
当

す
る

番
号

全
て

を
≪

≫
内

に
記

載
①

明
ら

か
な

症
状

の
既

往
②

食
物

負
荷

試
験

陽
性

③
Ｉｇ

Ｅ
抗

体
等

検
査

結
果

陽
性

④
未

摂
取
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主
治

医
・
保

護
者

の
方

へ
様

式
２

（
裏

）
　

記
入

要
領

保
育

園
等

で
は

、
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

が
あ

り
、

保
育

園
等

に
お

い
て

配
慮

・
管

理
が

必
要

な
お

子
さ

ん
の

対
応

を
保

護
者

の
方

と
一

緒
に

考
え

て
い

き
た

い
と

思
っ

て
お

り
ま

す
。

つ
き

ま
し

て
は

、
保

育
園

等
に

お
い

て
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

対
応

を
希

望
さ

れ
る

場
合

に
は

生
活

管
理

指
導

表
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

、
よ

ろ
し

く
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

　
　

(令
和

4
年

度
改

訂
）

（
保

護
者

と
主

治
医

が
記

入
）

　
　

　
　

提
出

日
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

名
前

男
・
女

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

生
（
　

　
　

　
歳

　
　

　
　

か
月

）
　

　
　

　
　

 組

A
.食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

病
型

（
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

あ
り

の
場

合
の

み
記

載
）

A
.給

食
・
離

乳
食

・
お

や
つ

・
延

長
保

育
の

補
食

★
保

護
者

　
１

.食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

関
与

す
る

乳
児

ア
ト

ピ
ー

性
皮

膚
炎

　
１

. 
管

理
不

要
　

電
話

：

　
２

.即
時

型
 ［

過
去

に
あ

っ
た

症
状

：
皮

膚
症

状
・
呼

吸
器

症
状

・
消

化
器

症
状

・
そ

の
他

（
  

 　
　

）
］

　
２

. 
管

理
必

要
  

（
管

理
内

容
に

つ
い

て
は

、
病

型
・
治

療
の

C
及

び
下

記
C

・
E

を
参

照
）

　
３

.そ
の

他
（
新

生
児

 乳
児

消
化

管
ア

レ
ル

ギ
ー

・
口

腔
ア

レ
ル

ギ
ー

症
候

群
・

B
.ア

レ
ル

ギ
ー

用
調

整
粉

乳
　

１
. 

不
要

B
.ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
病

型
（
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
の

既
往

あ
り

の
場

合
の

み
記

載
）

　
２

. 
必

要
　

　
下

記
該

当
ミ

ル
ク

に
○

、
又

は
（
　

）
内

に
記

入
★

連
絡

医
療

機
関

　
１

.食
物

（
原

因
：
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
  

　
　

　
　

 ）
　

　
　

ミ
ル

フ
ィ

ー
Ｈ

Ｐ
・
ニ

ュ
ー

M
A

-
1
・
M

A
-
m

i・
ペ

プ
デ

ィ
エ

ッ
ト

　
医

療
機

関
名

：

　
　

　
エ

レ
メ

ン
タ

ル
フ

ォ
ー

ミ
ュ

ラ
・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
  

１
．

鶏
卵

《
　

　
　

　
　

　
　

》
　

電
話

：

　
  

２
．

牛
乳

・
乳

製
品

*
《
　

　
　

　
　

　
　

》
（
す

べ
て

・
飲

用
牛

乳
）

　
  

３
．

小
麦

《
　

　
　

　
　

　
　

》

　
  

４
．

ソ
バ

《
　

　
　

　
　

　
　

》
生

活
管

理
指

導
表

　
記

載
日

　
  

５
．

ピ
ー

ナ
ッ

ツ
《
　

　
　

　
　

　
　

》
　

　
  

６
．

大
豆

*
《
　

　
　

　
　

　
　

》
（
大

豆
及

び
大

豆
製

品
・
豆

乳
）

　
 １

．
鶏

卵
　

　
：
　

卵
殻

カ
ル

シ
ウ

ム

　
  

７
．

ゴ
マ

《
　

　
　

　
　

　
　

》
　

 ２
．

牛
乳

・
乳

製
品

　
：
　

乳
糖

４
.そ

の
他

　
  

８
．

ナ
ッ

ツ
類

*
《
　

　
　

　
　

　
　

》
）

　
 ３

．
小

麦
　

　
：
　

醤
油

・
酢

・
麦

茶

　
  

９
．

甲
殻

類
*

《
　

　
　

　
　

　
　

》　
》
（
す

べ
て

・
エ

ビ
・
カ

ニ
・

）
　

 ６
．

大
豆

  
  

:　
大

豆
油

・
醤

油
・
味

噌

　
１

０
．

軟
体

類
・
貝

類
*

《
　

　
　

　
　

　
　

》　
》
（
す

べ
て

・
イ

カ
・
タ

コ
・
ホ

タ
テ

・
ア

サ
リ

・
カ

キ
・

）
　

 ７
．

ゴ
マ

　
  

：
　

ゴ
マ

油

　
１

１
．

魚
卵

*
《
　

　
　

　
　

　
　

》　
》
（
す

べ
て

・
イ

ク
ラ

・
タ

ラ
コ

・
ワ

カ
サ

ギ
・
カ

レ
イ

・
し

し
ゃ

も
・

）
　

１
２

．
魚

類
　

：
　

か
つ

お
だ

し
・
い

り
こ

だ
し

　
１

２
．

魚
類

*
《
　

　
　

　
　

　
　

》　
》
（
す

べ
て

・
サ

バ
・
サ

ケ
・

）
　

１
３

．
肉

類
　

：
　

エ
キ

ス

　
１

３
．

肉
類

*
《
　

　
　

　
　

　
　

》　
》
（
鶏

肉
・
牛

肉
・
豚

肉
・

）
E
.特

記
事

項

　
１

４
．

果
物

類
*

《
　

　
　

　
　

　
　

》　
》
（
キ

ウ
イ

・
バ

ナ
ナ

・
り

ん
ご

・
も

も
・
メ

ロ
ン

・
オ

レ
ン

ジ
・

）

　
１

５
．

そ
の

他
《
　

　
　

　
　

　
　

》　
》
（

）

＊
は

（
　

）
の

中
の

該
当

す
る

項
目

に
〇

を
す

る
か

、
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と

D
.緊

急
時

に
備

え
た

処
方

薬

　
 １

．
内

服
薬

（
抗

ヒ
ス

タ
ミ

ン
薬

、
ス

テ
ロ

イ
ド

薬
）

㊞

　
 ２

．
ア

ド
レ

ナ
リ

ン
自

己
注

射
薬

「
エ

ピ
ペ

ン
®
」

　
 ３

．
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 　

　
　

  
  

 　
　

）

  
保

護
者

名
（
自

署
）

※
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

保
育

園
等

に
お

け
る

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
生

活
管

理
指

導
表

（
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

・
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
）

ア ナ フ ィ ラ キ シ ー （ あ り ・ な し ）

病
型

・
治

療
保

育
園

等
で

の
生

活
上

の
留

意
点

食 物 ア レ ル ギ ー （ あ り ・ な し ）

　
》

（
す

べ
て

・
ク

ル
ミ

・
カ

シ
ュ

ー
ナ

ッ
ツ

・
ア

ー
モ

ン
ド

・

３
.調

理
活

動
（
例

：
お

や
つ

作
り

）
の

制
限

（
※

保
護

者
と

相
談

の
う

え
決

定
す

る
こ

 と
）

　
２

.そ
の

他
（
医

薬
品

・
食

物
依

存
性

運
動

誘
発

ｱ
ﾅ

ﾌ
ｨﾗ

ｷ
ｼ

ｰ
・
ﾗ
ﾃ

ｯ
ｸｽ

ｱ
ﾚ

ﾙ
ｷ
ﾞｰ

・
昆

虫
・
動

物
の

フ
ケ

や
毛

）

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

C
.除

去
食

品
に

お
い

て
、

よ
り

厳
し

い
除

去
が

必
要

な
も

の
C

.原
因

食
品

・
除

去
根

拠
  

 該
当

す
る

食
品

の
番

号
に

○
を

し
、

か
つ

《
　

 　
》
内

に
除

去
根

拠
を

番
号

で
記

載

１
.管

理
不

要
２

.原
因

食
材

を
教

材
と

す
る

活
動

（
例

：
小

麦
粉

粘
土

を
使

っ
た

遊
び

）
の

制
限

（
※

保
護

者
と

相
談

の
う
え

決
定

す
る

こ
と

）

(そ
の

他
に

特
別

な
配

慮
や

管
理

が
必

要
な

事
項

が
あ

る
場

合
に

は
、

医
師

が
保

護
者

と
相

談
の

う
え

記
載

。
対

応
内

容
は

保
育

園
等

が
保

護
者

と
相

談
の

う
え

決
定

)

Ｄ
.食

物
・
食

材
を

扱
う

活
動

医
師

名
・
医

療
機

関
名

・
住

所
・
電

話
番

号

本
表

は
大

き
な

変
化

が
な

い
場

合
、

１
年

間
を

通
じ

て
使

用
し

ま
す

の
で

、
現

在
の

状
況

及
び

今
後

１
年

間
を

通
じ

て
予

測
さ

れ
る

状
況

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

②
「
病

型
・
治

療
」
欄

当
該

疾
患

の
原

因
や

症
状

、
服

用
中

の
薬

な
ど

、
子

ど
も

の
現

在
の

状
況

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

＜
保

護
者

の
方

へ
＞

⑥
緊

急
の

対
応

が
必

要
に

な
る

こ
と

も
あ

る
た

め
、

【
緊

急
連

絡
先

】
欄

の
「
連

絡
医

療
機

関
」
に

連
絡

先
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

そ
の

た
め

に
は

、
医

師
の

診
断

に
基

づ
い

た
情

報
を

把
握

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
※

こ
の

生
活

管
理

指
導

表
は

保
育

園
等

の
生

活
に

お
い

て
特

別
な

配
慮

や
管

理
が

必
要

と
な

っ
た

子
ど

も
に

限
っ

て
作

成
す

る
も

の
で

す
。

該
当

す
る

箇
所

に
〇

を
付

け
て

く
だ

さ
い

。

＜
主

治
医

の
方

へ
＞

  
  

  
  

  
  

  
  

食
物

依
存

性
運

動
誘

発
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
・
そ

の
他

：
　

　
　

　
　

  
　

　
　

  
　

　
　

　
）

様
式

２
（
表

）

①
疾

患
名

の
（
あ

り
・
な

し
）
欄

当
該

疾
患

の
有

無
に

つ
い

て
○

を
つ

け
、

「
あ

り
」
の

場
合

、
以

下
の

項
目

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

③
「
保

育
園

等
で

の
生

活
上

の
留

意
点

」
欄

保
育

園
等

に
お

け
る

管
理

・
配

慮
の

必
要

性
に

つ
い

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

「
C

.除
去

食
品

に
お

い
て

よ
り

厳
し

い
除

去
が

必
要

な
も

の
」
に

つ
い

て
は

、
よ

り
厳

し
い

除
去

が
必

要
な

場
合

の
み

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

こ
の

生
活

管
理

指
導

表
の

作
成

は
、

原
則

⑤
保

護
者

の
緊

急
連

絡
先

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 病
型

・
治

療
の

C
で

除
去

の
際

に
、

よ
り

厳
し

い
除

去
が

必
要

と
な

る
も

の
の

み
に

、
○

を
つ

け
る

※
本

欄
に

〇
が

つ
い

た
場

合
、

該
当

す
る

食
品

を

使
用

し
た

料
理

に
つ

い
て

は
、

給
食

対
応

が
困

難
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

　
  

  
  

  
 年

　
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

　
日

⑦
保

育
園

等
に

お
け

る
日

常
の

取
組

及
び

緊
急

時
対

応
に

活
用

す
る

た
め

の
情

報
共

有
に

つ
い

て
、

同
意

の
場

合
は

署
名

を
し

て
く

だ
さ

い
。

　
●

上
記

の
内

容
に

つ
い

て
、

確
認

及
び

承
諾

し
ま

し
た

。

④
記

載
日

、
医

師
名

、
医

療
機

関
名

等
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
●

保
育

園
等

に
お

け
る

日
常

の
取

組
及

び
緊

急
時

の
対

応
に

活
用

す
る

た
め

、
本

表
に

記
載

さ
れ

た
内

容
を

保
育

園
等

の
職

員
及

び
関

係
機

関
等

と
共

有
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

有
料

と
な

り
ま

す
。

⑧
保

育
園

等
に

提
出

さ
れ

る
日

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

⑧

⑤ ⑥

①

②

④

③

【 緊 急 連 絡 先 】

⑦

［
除

去
根

拠
］

該
当

す
る

番
号

全
て

を
≪
≫

内
に

記
載

①
明

ら
か

な
症

状
の

既
往

②
食

物
負

荷
試

験
陽

性
③

Ｉｇ
Ｅ

抗
体

等
検

査
結

果
陽

性
④

未
摂

取
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（
保

育
園

と
保

護
者

が
記

入
）

続
柄

連
絡

先

□
　

食
物

が
皮

膚
に

触
れ

て
症

状
が

あ
る

　
　

⇒
触

れ
た

皮
膚

を
流

水
で

洗
い

流
す

　
　

有
　

　
・
　

　
無

□
　

眼
症

状
が

あ
る

　
  

  
  

  
  

  
  

⇒
眼

を
流

水
で

洗
う

保
管

場
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
　

食
物

が
口

の
中

に
あ

る
　

　
　

⇒
食

べ
物

を
吐

き
出

さ
せ

て
、

十
分

に
ゆ

す
ぐ

□
　

意
識

状
態

の
確

認
＊

安
静

、
厳

重
に

経
過

観
察

　
　

　
有

　
　

・
　

　
無

□
　

呼
吸

、
心

拍
の

確
認

＊
子

ど
も

を
一

人
に

し
な

い
　

ぐ
っ

た
り

し
て

い
る

意
識

が
も

う
ろ

う
と

し
て

い
る

救
急

尿
や

便
を

漏
ら

す
所

轄
名

称

脈
が

触
れ

に
く
い

ま
た

は
不

規
則

消
防

署
電

話

唇
や

爪
が

青
白

い

の
ど

や
胸

が
締

め
付

け
ら

れ
る

声
が

か
す

れ
る

犬
が

吠
え

る
よ

う
な

咳

息
が

し
に

く
い

持
続

す
る

強
い

咳
き

こ
み

ゼ
ー

ゼ
ー

す
る

呼
吸

持
続

す
る

強
い

（
が

ま
ん

で
き

な
い

）
お

腹
の

痛
み

繰
り

返
し

吐
き

続
け

る

●
保

護
者

へ
の

伝
達

・
確

認
内

容
●

医
療

機
関

、
消

防
署

へ
の

伝
達

内
容

１
. 
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

症
状

が
現

れ
た

こ
と

２
. 
症

状
や

状
況

に
応

じ
て

、
医

療
機

関
へ

の
連

絡
や

救
急

搬
送

す
る

こ
と

　
※

医
療

機
関

、
消

防
署

へ
の

情
報

伝
達

３
.（

症
状

に
よ

り
）
エ

ピ
ペ

ン
®
使

用
を

判
断

し
た

こ
と

　 　
　

(令
和

4
年

度
改

訂
）

■
　

緊
急

時
個

別
対

応
票

（
表

）
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
作

成

組
名

　
前

原
因

食
品

保
護

者
連

絡
先

名
前

・
名

称

管
理

状
況

内
服

薬

エ
ピ

ペ
ン

®
保

管
場

所
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

有
効

期
限

（
　

　
  

  
  

  
  

  
  

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日
　

）

１
. 
年

齢
、

性
別

ほ
か

患
者

の
基

本
情

報

４
. 
保

護
者

が
園

や
病

院
に

来
ら

れ
る

か
の

確
認

５
. 
（
救

急
搬

送
等

の
場

合
）
搬

送
先

を
伝

え
、

搬
送

先
に

保
護

者
が

来
ら

れ
る

か
確

認

消 化 器

の 症 状

指
定

救
急

機
関

1
1
9

主
治

医
医

師
名

電
話

嘱
託

医
医

師
名

電
話

　
　

左
記

の
症

状
が

　
　

一
つ

で
も

あ
れ

ば

　
　

エ
ピ

ペ
ン

®
を

使
用

し
、

　
　

救
急

車
を

要
請

２
．

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
に

よ
る

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

症
状

が
現

れ
て

い
る

こ
と

 

３
. 
ど

ん
な

症
状

が
い

つ
か

ら
現

わ
れ

て
、

こ
れ

ま
で

に
行

っ
た

処
置

、
ま

た
そ

の
時

間

  
※

特
に

状
態

が
悪

い
場

合
は

、
意

識
状

態
、

顔
色

、
心

拍
、

呼
吸

数
を

伝
え

ら
れ

る
と

良
い

　
※

そ
の

際
、

可
能

で
あ

れ
ば

、
本

対
応

票
を

救
急

隊
と

共
有

す
る

こ
と

も
有

効

初
期

対
応

緊
急

時
対

応
の

原
則

呼 吸 器 の 症 状全 身 の 症 状

搬
送

医
療

機
関

名
称

電
話

様
式

３
（
表

）

た
だ

ち
に

救
急

車
で

医
療

機
関

へ
搬

送
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■ 緊急時個別対応票（裏）

経　過　記　録　票 名前：

生年月日：　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　歳　　　か月　）

誤食時間：　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　：　　　）　　　　　　　　　

食べた物、量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□　ぐったり （　　：　　）

□　意識もうろう （　　：　　）

□　尿や便を漏らす （　　：　　） 　　　　　口のイガイガ
□　脈が触れにくい/不規則 （　　：　　） 　　　　　　→口をすすぐ
□　唇や爪が青白い （　　：　　）

□　のどや胸が締め付けられる （　　：　　） □　数回の軽い咳 （　　：　　） 　　　　　アレルゲンに
□　声がかすれる （　　：　　） 　　　　　触れた手を洗う
□　犬が吠えるような咳 （　　：　　）

□　息がしにくい （　　：　　） 　　　　　目がかゆい
□　持続する強い咳き込み （　　：　　） 　　　　　→洗う・冷やす
□　ゼーゼーする呼吸 （　　：　　）

□　持続する強いお腹の痛み （　　：　　） □　中等度の （　　：　　） □　軽いお腹の痛み （　　：　　）

（がまんできない） 　　お腹の痛み 　　（がまんできる） （　　：　　）

□　繰り返し吐き続ける （　　：　　） □　１～２回の嘔吐 （　　：　　） □　吐き気 （　　：　　）

□　１～２回の下痢 （　　：　　） （　　：　　）

□　顔全体の腫れ （　　：　　） □　目のかゆみ、充血 （　　：　　）

□　まぶたの腫れ （　　：　　） □　口の中の違和感、 （　　：　　）

　　唇の腫れ

□　くしゃみ、鼻水、鼻づまり （　　：　　）

□　強いかゆみ （　　：　　） □　軽度のかゆみ （　　：　　）

□　全身に広がるじんま疹 （　　：　　） □　数個のじんま疹 （　　：　　）

□　全身が真っ赤 （　　：　　） □　部分的な赤み （　　：　　）

□　ただちにエピペン®使用
　　使用時間（　　　：　　　） □　エピペン®準備 □　「基本的対処法」実施

□　救急車要請（１１９番） □　薬を飲む □　薬を飲む

□　その場で安静を保つ体位を 　（　　　　　　）を（　　　：　　　）に飲んだ 　（　　　　　　）を（　　　：　　　）に飲んだ

　　とり動かさない 　（　　　　　　）を（　　　：　　　）に飲んだ 　（　　　　　　）を（　　　：　　　）に飲んだ

□　可能なら薬を飲む □　安静にして５分おきに症状

　（　　　　　　）を（　　　：　　　）に飲んだ □　すぐ受診（救急車要請可） 　　チェック

　（　　　　　　）を（　　　：　　　）に飲んだ □　１時間以内に症状の改善

　　がなければ受診する

記録者：

□　保護者への連絡　　□　主治医・嘱託医への連絡　　□　管理者への連絡

（保育園等が記入）

主治医名医療機関名 備考（ＩＤ番号等）電話番号

皮
膚

（令和4年度改訂）

                               香川県小児科医会　食物アレルギー対策委員会編（平成２９年度改訂）症状チェ ックシートを参考に作成

□　口の中のものを取り除く　□　うがいをさせる　□　手を洗わせる　□　触れた部位を洗い流す

全
身

呼
吸
器

消
化
器

目

・

鼻

・

口

・

顔

医療機関

保育園等で行った

その他の処置・連絡

上記の症状が
１つでも当てはまる場合

緊急対応
速やかに医療機関を受診 安静にし注意深く経過観察

１つでも当てはまる場合 １つでも当てはまる場合

様式３（裏）

薬がない場合の基本的対処法

①子どもに異変

②緊急性の高い症状はあるか ③症状をチェックし、下記に記した対応

□心肺蘇生 □AED使用

呼吸・反応なし

： ：

□子どもから目を離さない

□ほかの職員を呼ぶ

※５分以内に判断する

なし
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(令和4年度改訂） （保育園等と保護者が記入）

※太枠内は保護者が記入

区分

生年月日

原因食品

　□　無 　□　有

病（医）院名

※これより下は保育園等で記入

開始時期

給食

果物

おやつ

牛乳等

記 入 日 園長確認

　　　年

　　月　　日 確認書類

記 入 日 園長確認

　　　年

　　月　　日 確認書類

記 入 日 園長確認

　　　年

　　月　　日 確認書類

年度
年　　　　　月　　　　　日

食 物 ア レ ル ギ ー 対 応 個 人 票

様式4（表）

内　　　　　　　　　容

名　　前

ふりがな

（　男　・　女　）

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　（　　　　　　歳）

アレルギー
原因食品

　□　卵　　　　□　乳　　　　□　小麦　　　　□　大豆　　　　□　えび　　　　□　かに

　□　そば 　　□ピーナッツ　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

原因食品を
摂取後に

起こる症状

具体的な症状

　□ある（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　□不明

　□ある（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　□不明

　□ある（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　□不明

　□ある（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　□不明

アナフィラキ
シーの既往

　①アナフィラキシーの既往　（　有　・　無　）

　 　・原因食品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　・発生　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　②症状について　→裏面をチェックする

　□ 豆乳　　□ アレルギー用ミルク（　　　　　　　　　　）　 □ 茶

薬の使用
　内服薬　　　□　無　　　□　有（ 薬名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　外用薬　　　□　無　　　□　有（ 薬名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

緊急時に備え
た処方薬

・内服薬（薬名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ自己注射薬「エピペン
®
」

対応の
変更・終了

　□　全食品　　　□　一部食品（　　　　　　 　　　　　　　　　　）

　□ 軽快　　□ 転園　　□ 卒園　　□ その他（　　　　　　　　）
□

　□　生活管理指導表　　　　□　除去解除申請書

保育園等での
対応

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

対応内容

　□ 除去食　　□ 弁当持参　（ 時々　・ 毎日 ）　　　□ 除去なし

対応の
変更・終了

　□　全食品　　　□　一部食品（　　　　　　 　　　　　　　　　　）

　□ 軽快　　□ 転園　　□ 卒園　　□ その他（　　　　　　　　）
□

　□　生活管理指導表　　　　□　除去解除申請書

対応の
変更・終了

　□　全食品　　　□　一部食品（　　　　　　 　　　　　　　　　　）

　□ 軽快　　□ 転園　　□ 卒園　　□ その他（　　　　　　　　）
□

　□　生活管理指導表　　　　□　除去解除申請書
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(令和4年度改訂）

※太枠内は保護者が記入

区分

生年月日

原因食品

卵

小麦

　□　無 　☑　有

病（医）院名

※これより下は保育園等で記入

開始時期

給食

果物

おやつ

牛乳等

記 入 日 園長確認

令和３年

10月10日 確認書類

記 入 日 園長確認

　　　年

　　月　　日 確認書類

記 入 日 園長確認

　　　年

　　月　　日 確認書類

　　○○小児科

保育園等での
対応

　令和　３　年　　４　月　１　日

対応内容

　☑ 除去食　　□ 弁当持参　（ 時々　・ 毎日 ）　　　□ 除去なし

　 　・原因食品（　小麦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

対応の
変更・終了

　□　全食品　　　□　一部食品（　　　　　　 　　　　　　　　　　）

　□ 軽快　　□ 転園　　□ 卒園　　□ その他（　　　　　　　　）
□

　□　生活管理指導表　　　　□　除去解除申請書

　卵、小麦を除去したもの→小麦除去のもの（令和３.10.11～）

　□ 豆乳　　□ アレルギー用ミルク（　　　　　　　　　　）　 □ 茶

対応の
変更・終了

　□　全食品　　　□　一部食品（　　　　　　 　　　　　　　　　　）

　□ 軽快　　□ 転園　　□ 卒園　　□ その他（　　　　　　　　）
□

　□　生活管理指導表　　　　□　除去解除申請書

対応の
変更・終了

　□　全食品　　　☑　一部食品（　卵　　　 　　　　　　　　　　）

　☑ 軽快　　□ 転園　　□ 卒園　　□ その他（　　　　　　　　）
☑

　□　生活管理指導表　　　　☑　除去解除申請書

　□ある（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　） 　□不明

　□ある（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　） 　□不明

　外用薬　　　☑　無　　　□　有（ 薬名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

原因食品を
摂取後に

起こる症状

具体的な症状

　☑ある（　じんましん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　） 　□不明

　☑ある（　じんましん、唇の腫れ、ぜん鳴　　　　　　　　） 　□不明

内　　　　　　　　　容

名　　前

ふりがな　　　　　ひろしま　　　はなこ　　

　　　　　広島　花子 （　男　・　女　）

　□　そば 　　□ピーナッツ　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　令和　　２　年　　　１　月　　１０　日　　（　　　１　　歳）

アレルギー
原因食品

　☑　卵　　　　□　乳　　　　☑　小麦　　　　□　大豆　　　　□　えび　　　　□　かに

　　　年度

令和　３年　４月　１日

食 物 ア レ ル ギ ー 対 応 個 人 票

記入例 様式４（表）　記入例

（保育園等と保護者が記入）

薬の使用

アナフィラキ
シーの既往

　①アナフィラキシーの既往　（　有　・　無　）

・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ自己注射薬「エピペン®」

・内服薬（薬名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）緊急時に備え
た処方薬

　 　・発生　　　令和　２年　　１２　月　　１０　日

　②症状について　→裏面をチェックする。

　内服薬　　　☑　無　　　□　有（ 薬名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３

在園中は継続して使用。

年度を□に書き加えていく。 提出日を記入

原因食品にチェックする。
生活管理指導表と合致
しているか確認のこと。

症状が出たことがある場合には、
具体的な症状を記入。
症状が分からない場合は不明欄に
チェックする。

薬の使用、緊急時に 備えた
処方薬がある場合は薬名を
記入する。

決定した対応内容を

記入する。
対応内容を変更する
場合は赤字 で追記
する。

書ききれない場合

は用紙を追加する。

対応内容変更
対応終了の際
にはその内容
を記録する。

アナフィラキシーの既往が
ある場合は、原因食品、
発生時期を記入する。
症状を裏面にチェックする。
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（保育園等と保護者が記入）

アナフィラキシーの既往がある方は

過去にあった症状に　☑　チェックしてください。

□　ぐったり

□　意識もうろう

□　尿や便を漏らす

□　脈が触れにくい/不規則

□　唇や爪が青白い

□　のどや胸が締め付けられる □　数回の軽い咳

□　声がかすれる

□　犬が吠えるような咳

□　息がしにくい

□　持続する強い咳き込み

□　ゼーゼーする呼吸

□　持続する強いお腹の痛み □　中等度の □　軽いお腹の痛み

（がまんできない） 　　お腹の痛み 　　（がまんできる）

□　繰り返し吐き続ける □　１～２回の嘔吐 □　吐き気

□　１～２回の下痢

□　顔全体の腫れ □　目のかゆみ、充血

□　まぶたの腫れ □　口の中の違和感・唇の腫れ

□　くしゃみ、鼻水、

　　鼻づまり

□　強いかゆみ □　軽度のかゆみ

□　全身に広がるじんま疹 □　数個のじんま疹

□　全身が真っ赤 □　部分的な赤み

　　①ただちにエピペン
®
を使用 ①内服薬を飲ませる。

　エピペン（　有　・　無　）　　エピペン
®
（　有　・　無　） ②速やかに医療機関を受診 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　②救急車を要請（１１９番） 　（救急車の要請も考慮） ②少なくとも１時間は５分ごとに症状

　　③その場で安静を保つ 　の変化を観察し、症状の改善が見

　　④その場で救急隊を待つ 　られない場合は医療機関を受診

　　⑤可能なら内服薬を飲ませる 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　    （　　　　　　　　　　　　　　  　　　）

厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改定版）」P37「症状チェックシート」を参考に作成

表　アレルギー症状の重症度評価と対処法

複数回の嘔吐・下痢

頻脈（＋15回/分）

血圧軽度低下＊１、蒼白

アドレナリン

③医療機関に到着するまで少なくとも

　 ５分ごとに症状の変化を観察

グレード２(中等度)

抗ヒスタミン薬

咽頭痛

強い腹痛（自制内）

紅斑・蕁麻疹・膨疹

聴診上の喘鳴、

軽い息苦しさ

強い搔痒（自制外）

-

〇

〇

必要に応じて

必要に応じて

元気がない

顔全体の腫れ

〇

部分的

軽い搔痒（自制内）

部分的

弱い腹痛

口、のどのかゆみ、違和感

嘔気・単回の嘔吐・下痢

-

全身性

間欠的な咳嗽、

鼻汁、鼻閉、くしゃみ

〇

〇

ステロイド

継続的な咳嗽

必要に応じて

咳嗽、鼻汁、鼻閉、

くしゃみ

〇

眠気、軽度頭痛、恐怖感

脈拍、血圧

←

←

持続する強い腹痛（自制外）

-

呼吸器症状に対する

気管支拡張剤吸入

意識状態

-

嘔吐・下痢

持続する強い咳込み、

犬吠様咳嗽

グレード１(軽度)

繰り返す嘔吐・便失禁

搔痒

消化器症状

呼吸器症状

循環器症状

皮膚・粘膜症状

口唇、眼瞼腫脹

←

グレード３(重度)

神経症状

治療

明らかな喘鳴、呼吸困難、チ

アノーゼ、呼吸停止、SpO2≦

92％、締め付けられる感覚、

嗄声、嚥下困難

不整脈、血圧低下＊２、

重度徐脈、心停止

喘鳴、呼吸困難

口腔内、咽頭違和感

腹痛

-

ぐったり、不穏

失禁、意識消失

🔶症状のチェックは緊急性の高い、左の欄から行う　　　　🔶今後の対応内容を保護者と確認

①内服薬を飲ませ、エピペン
®
を準備

全
身

呼
吸
器

消
化
器

目
・
鼻
・

口
・
顔

皮
膚

今
後
の
対
応
内
容 緊急性の高い症状が１つでも当ては

まる場合、エピペン
®
を使用

上記の症状が
１つでも当てはまる場合

１つでも当てはまる場合 １つでも当てはまる場合

＜参考＞

＊１血圧軽度低下：

1歳未満＜80㎜Hg

1‐10歳＜〔80＋(2×年齢)〕

㎜Hg

11歳-成人＜100㎜Hg

※症状の重症度は一番重

い臓器の症状を用いる。本

表の記載はあくまでも重症度

と治療の目安であり、治療は

状況によって変りうる。

＊2血圧低下：

1歳未満＜70㎜Hg

1‐10歳＜〔70＋(2×年

齢)〕㎜Hg

11歳－成人＜90㎜Hg

（参考）柳田 他. 日本小児アレルギー学会誌 2014;28:201

様式４（裏）
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園
名

：

給
食
対
応

症
状

く
る

み
カ
シ
ュ
ー

ナ
ッ
ツ

ア
ー
モ
ン
ド

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

合
計

※
各

項
目

に
つ

い
て

、
該

当
す

る
場

合
に

は
○

を
記

入
す

る
。

ア
レ

ル
ギ

ー
原

因
食

品
の

「
そ

の
他

」
欄

に
は

、
具

体
的

な
食

品
名

を
記

入
す

る
。

※
症

状
の

項
目

に
つ

い
て

は
、

生
活

管
理

指
導

表
の

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

あ
り

の
場

合
○

を
記

入
す

る
。

※
対

応
終

了
の

項
目

に
つ

い
て

は
、

転
園

→
「
転

」
、

除
去

解
除

→
「
解

」
、

そ
の

他
→

「
他

」
と

記
入

す
る

。

エ
ピ
ペ
ン
🄬

保
管

内
服
薬

保
管

ｱ
ﾅ
ﾌ
ｨ
ﾗ
ｷ
ｼ
ｰ

ナ
ッ

ツ
類

そ
の

他
豆

乳
ア
レ
ル
ギ
ー
用

粉
ミ
ル
ク

ゼ
リ

ー
弁

当
持

参

薬
対
応

終
了

卵
乳

小
麦

え
び

か
に

そ
ば

ピ
ー

ナ
ッ

ツ
大

豆

(令
和

4
年

度
改

訂
）

（
保

育
園

等
が

記
入

）

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
決

定
者

一
覧

表

　
　

　
　

　
年

度

No
名
　
　
前

年
齢

ア
レ
ル
ギ
ー
原
因
食
品

代
替
食
品
の
使
用

様
式

５
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園
名

：
　

〇
 〇

 ○
 ○

 保
育

園

給
食

対
応

症
状

く
る

み
カ

シ
ュ

ー

ナ
ッ

ツ
ア

ー
モ

ン
ド

1
○

○
　

　
○

○
1

〇
転

2
△

△
　

　
△

△
1

〇
〇

〇
〇

〇

3
□

□
　

　
□

□
2

〇
〇

〇
〇

4
◇

◇
　

　
◇

◇
4

〇
〇

〇
〇

〇
〇

5 6 7 8 9 10

4
3

3
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
2

1
1

記
　
入
　
例

代
替
食
品
の
使
用

卵
小

麦
え

び
ゼ

リ
ー

豆
乳

ア
レ
ル
ギ
ー
原
因
食
品

名
　
　
前

バ
ナ

ナ

か
に

乳
年

齢

合
計

No

（
保

育
園

等
が

記
入

）

内
服
薬

保
管

薬

様
式

５
　

記
入

例

※
対

応
終

了
の

項
目

に
つ

い
て

は
、

転
園

→
「
転

」
、

除
去

解
除

→
「
解

」
、

そ
の

他
→

「
他

」
と

記
入

す
る

。
※

症
状

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
生

活
管

理
指

導
表

の
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
あ

り
の

場
合

○
を

記
入

す
る

。

※
各

項
目

に
つ

い
て

、
該

当
す

る
場

合
に

は
○

を
記

入
す

る
。

ア
レ

ル
ギ

ー
原

因
食

品
の

「
そ

の
他

」
欄

に
は

、
具

体
的

な
食

品
名

を
記

入
す

る
。

1

(令
和

4
年

度
改

訂
）

そ
の

他
ナ

ッ
ツ

類

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
決

定
者

一
覧

表

　
　

　
　

　
〇

〇
　

年
度

対
応

終
了

弁
当

持
参

ｱ
ﾅ
ﾌ
ｨ
ﾗ
ｷ
ｼ
ｰ

エ
ピ

ペ
ン
🄬

保
管

ア
レ

ル
ギ

ー
用

粉
ミ

ル
ク

そ
ば

大
豆

ピ
ー

ナ
ッ

ツ
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 食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
者

一
覧

兼
確

認
表

（
参

考
）

【
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
分

】

　
　

組

 

(令
和

4
年

度
改

訂
）

（
保

育
園

等
が

記
入

）

日
曜

献
立

名
ｱ
ﾚ
ﾙ

ｹ
ﾞﾝ

除
去

食
数

名
前

様
式

６

ア
レ

ル
ゲ

ン
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 食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
者

一
覧

兼
確

認
表

（
参

考
）

【
令

和
　

３
　

年
　

　
４

　
月

分
】

　
 組

　
う

さ
ぎ

ぞ
う

ひ
ま

わ
り

す
み

れ

  ○
○

　
○

○
 

△
△

　
△

△
□

□
　

□
□

◇
◇

　
◇

◇

　
 

　
卵

・小
麦

卵
・乳

卵
卵

・大
豆

2
月

ク
リ

ー
ム

シ
チ

ュ
ー

乳
・
小

麦
○

○
2

3
火

マ
カ

ロ
ニ

サ
ラ

ダ
卵

・
小

麦
○

○
○

○
4

4
水

コ
ロ

ッ
ケ

乳
・
小

麦
○

○
2

7
土

ミ
ー

ト
ス

パ
ゲ

テ
ィ

乳
・
小

麦
○

○
2

9
月

ツ
ナ

と
に

ら
の

落
と

し
焼

き
卵

・
小

麦
○

○
○

○
4

(令
和

4
年

度
改

訂
）

様
式

６
　

記
入

例

日
曜

献
立

名
ｱ
ﾚ
ﾙ

ｹ
ﾞﾝ

除
去

食
数

記
　
入
　
例

名
前

ア
レ

ル
ゲ

ン
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（施設名）

（　組　）

（名　前）

（保護者名）

これより下は記入しないでください。

除去解除開始日

（ 食 品 名 ： ） に 関 し て 、 医 師 の

指 導 の 下 、 こ れ ま で に 複 数 回 食 べ て 症 状 が

誘 発 さ れ て い な い の で 、 園 に お け る 給 食 で

受理日 受理者

（保護者が記入）

様式７

除 去 解 除 申 請 書

年　　　　　　月　　　　　　日

本 児 は 生 活 管 理 指 導 表 に よ り 除 去 し て い た

の 食 品 除 去 に つ い て 解 除 を お 願 い し ま す 。
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局が設置した下記の委員会において編集・作成した。 

 

 

令和３年度「保育園等における食物アレルギー対応の手引き」に係る検討委員会 

 

 

１ 医師会関係者    広島市医師会       常任理事・学校医部担当理事    藤江 篤志 

        広島市医師会       学校医委員会代表               菅井 和子 

安佐医師会   理事・学校保健委員会委員長   松本 治之 

        安佐医師会        理事・学校保健委員会副委員長  杉野 禮俊 

安芸地区医師会      学校医委員会主担当理事    梶梅 輝之 

        安芸地区医師会      学校医委員会委員            世良 公志 

広島市医師会       アレルギー科専門医         白尾 謙一郎 

     広島市医師会       アレルギー科専門医             吉野 修司 

            広島県医師会        アレルギー科専門医       岡畠 宏易 

 

２ 保育園関係者  広島市真亀保育園     園長                         船岡 睦子 

        広島市わかくさ保育園 園長               梅野 和希子 

（オブザーバー） 広島市私立保育協会   副理事長・順正寺こども園 園長 伊藤 唯道 

広島市私立保育協会  保育所みのり愛児園 管理栄養士 牛尾 明美           

             

３ こども未来局  広島市こども未来局保育園運営指導担当課長         松本 幸恵 

                      広島市こども未来局保育企画課長              藤川 宜陽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 広 G3-2021-339 

名 称 
保育園等における食物アレルギー対応の手引き 

（2022年改訂版） 

編集・発行者 

広島市こども未来局保育指導課 

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 

（〒730-8586）TEL（082）504-2262 

発 行 年 月 2022（令和4）年1月 


